
議
員
提
出
第
二
十
七
号
議
案

個
人
所
得
課
税
の
扶
養
控
除
縮
小
等
に
反
対
す
る
意
見
書

政
府
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
所
得
税
の
配
偶
者
控
除
の
廃
止
の
方
針
を
示
し
て
お
り
、
さ

ら
に
、
政
府
税
制
調
査
会
は
、
平
成
二
十
二
年
度
税
制
改
正
を
検
討
す
る
中
で
、
子
ど
も
手
当
の
創
設
に
伴

い
一
般
の
扶
養
控
除
の
縮
小
や
公
立
高
校
授
業
料
の
無
料
化
と
の
関
連
で
十
六
歳
か
ら
二
十
二
歳
ま
で
の
扶

養
親
族
の
い
る
者
の
所
得
金
額
か
ら
差
し
引
く
特
定
扶
養
控
除
の
廃
止
・
縮
小
を
検
討
し
て
お
り
、
国
民
の

大
規
模
な
増
税
に
つ
な
が
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

家
計
の
負
担
は
、
本
年
九
月
か
ら
の
年
金
・
健
康
保
険
・
雇
用
保
険
の
保
険
料
の
引
き
上
げ
な
ど
、
社
会

保
障
制
度
の
改
定
に
よ
り
重
く
な
っ
て
お
り
、
各
種
所
得
控
除
の
廃
止
・
縮
小
が
地
域
住
民
の
暮
ら
し
を
直

撃
す
る
こ
と
に
よ
り
、
消
費
を
冷
え
込
ま
せ
、
ひ
い
て
は
地
域
経
済
の
回
復
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

が
強
く
懸
念
さ
れ
る
。

国
は
、
各
種
控
除
の
縮
小
・
廃
止
に
言
及
す
る
前
に
、
ま
ず
着
実
な
景
気
回
復
に
よ
り
税
収
の
自
然
増
を

図
る
と
と
も
に
、
歳
出
削
減
を
始
め
国
民
が
納
得
で
き
る
歳
出
改
革
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
十
分
考
慮
し
、
個
人
所
得
課
税
の
検
討
に

当
た
っ
て
は
、
安
易
に
扶
養
控
除
縮
小
等
を
行
う
こ
と
の
な
い
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
日

大
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議
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長
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